
スポーツ史研究第26号（平成25年） 1７

原著

ＨＯＣによるオリンピック休戦アピールの決議決定
-1992年第99回IOC総会議事録と国内外の新聞資料を手がかりに－

黒須朱和（一橋大学大学院）

ThedecisionoftheappealfortheOlｙｍｐｉｃＴｒｕｃｅｂｙＩＯＣ：

Ｕｓｉｎｇｔｈｅｍｉｎｕｔｅｓｏｆｔｈｅ９９ｔｈｌＯＣｓｅｓsionandJapaneseandoverseasnewspapers．

KUROSUAkari（HitotsubashiUniversity）

Abstract

ThepurposeofthisstudyistoclarifytheprocessfromtheUnitedNationsSecurityCouncilReso‐

lutions757(S､CResolution757)totheappealfortheOlympicTruceinthe99thlOCsessioninl992・

Ｔｈｅｐａｐｅｒｄｒａｗｓｏｎｄａｔａｆｒｏｍｔｈｅｍｉｎｕｔｅｓｏｆｔｈｅ９９ｔｈｌＯＣｓｅｓｓｉｏｎ・Theseprimarydataaresupple‐

mentedwithanalysesofthearticlesofnewspaperspublishedinJapanandoverseas・

Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙａｒｅｓｕｍｍａｒizedasfollows：

１）Ｏｎｌ４ｔｈＪｕｎｅｌ９９２,Ｍｒ・Samaranch,thePresidentoflOC,notedthatthebestsolutiontothe

issuesoccurredasaresultoftheS.Ｃ､Resolution757,istoendfightinginBosnia-Herzegovina,Ａｓ

ｏｆ７ｔｈＪｕｌｙ,ｈｅｃａｌｌｅｄｆｏｒａｔｒｕｃｅｏｎｔｈｅＦｅｄｅｒａｌＲepublicofYugoslavia・Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,ＩＯＣｍｅｍ‐

bersproposedtotheleadersofcountriesoftheSecurityCouncilandtheUNofficialsthatYugoslav

athleteswouldbeallｏｗｅｄｔｏｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅｉｎｔｈｅＧａｍｅｓａｓａnindependentteamonanindividualbasis，

andgotsupportfromthem，

２）DuringtheperiodfromlOthtol7thJuly,however,ｔｈｅｒｅsponseoftheSecurityCouncilSanc‐
tionsCommittee（S､C・SanctionsCommittee）totheissueledtoseriousaffairsforthelOCThatis，

theathletesfromtheFederalRepublicofYugoslaviawouldnotbeabletｏｔａｋｅｐａｒｔｉｎｔｈｅＧａｍｅｓ

ａｓａｎｉｎｄｅｐｅｎdentteamTherefore,ｏｎ２１ｓｔＪｕｌｙ,ｉｎordertobreakthroughthisaffairs,IOCsession

startednegotiationsｗｉｔｈｔｈｅＵＮａｎｄｍａｄｅｔｈｅ“AppealfortheOlympicTruce''，whichwasagreed

withbytheassociationsrelatedtolOC,toallstatesandinternationalandnationalorganizations、

３）Finally,ｔｈｅＳＣ､SanctionsCommitteeapprovedtoallowathletesfromYugoslaviatopartici‐

pateintheGames,ａｓindividuals,、ｏｔａｓａｔｅａｍＯｎ２３ｒｄＪｕｌｙ，thelOCsessionresolvedtoapprove

the“AppealofthelnternationalOlympiｃＣｏｍｍｉｔｔｅｅｉｎｆａｖｏｕｒｏｆｔｈｅ‘OlympicTruce'”forcovering

awiderangeofobjectpersonandallorganizations,especiallytheUN,astheinitiativeofpeace・On

5thAugust，thesessionsubmittedthattheproposalstosupporttheOlympicTrｕｃｅｆｏｒｔｈｅＵＮｉｎ

ｏｒｄｅｒｔｏｐｒｏｔｅｃｔｔｈｅOlympicsaftertheGamesinBarcelonafrompoliticalintervention．
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はじめに

国際オリンピック委員会（以下、ＩＯＣ）は、

1992年の第99回ＩＯＣ総会で「"オリンピック休

戦”を支持する,。ｃのアピール」を決議した')。

,ｏｃはこの決議以降、同アピールの内容を積極的

に国際社会へ向けて発信し、国連との関係を強化

しながらオリンピック休戦の具現化へ向けた活動

を展開している。オリンピック休戦に関する活動

を,。Ｃは，つのプロジェクト2）として位置づけ、

200.年にはアテネに国際オリンピック休戦セン

ターを設立するなど、積極的にその活動を展開す

るとともに、1993年以降は、夏季．冬季大会の前

年の国連総会で同趣旨のアピールが繰り返し決議

採択されている3)。

オリンピック休戦（Ｏ,ympicTruce)4)は、古

代オリンピック競技祭期間中に機能していたエケ

ケイリア（EKEXEIPIA)5)から着想を得た取り

決めをさす。，ｏｃの創設者ピエール・ド・クーベ

ルタンは、1935年の「近代オリンピズムの哲学的

基礎」と題するラジオ演説のなかで、「休戦の観

念」という表現でオリンピック休戦を扱ってお

り、「休戦の観念。これもまたオリンピズムの構

成要素の一つ」であると主張した。また「私とし

ては戦争の真っ最中に、誠実で礼儀正しい筋肉的

競技会を開催するために相手の軍隊が暫くの間闘

いを中止すれば大いに評価するでしょう」とも述

べている6)。

しかしながら、1935年にクーベルタンが「オリ

ンピズムの構成要素の一つ」と位置づけたオリン

ピック休戦は、1992年のアピールまでの57年の

間、，ＯＣ委員の総意7)として打ち出されることは

なかった。ＩＯＣの最高意思決定機関であるIOC総

会の議事録には、1956年から1990年までオリン

ピック休戦に関する記述が計９回の総会に登場す

るが、これらは独立したアピールではなく、ＩＣｃ

委員、国内オリンピック委員会（以下、ＮＯＣ)、

政府関係者からの提案、または決議文書の一部分

に留まるものであった8)。

これに対し、1992年の総会で決議されたアピー

ルは、ＩＯＣが初めてオリンピック休戦を独立した

アピールとして明文化し、その対象と実行される

べき事柄を具体的に提示したという点で、従来に

ない画期的なものであるといえる。そして、ＩＯＣ

総会議事録上においても、オリンピック休戦に関

する報告は1992年以降増加している。では、平和

への寄与を目的とする近代オリンピックの存在意

義と不可分一体のものであるオリンピック休戦、

すなわちオリンピック競技大会の開催期間中に

おける戦争の一時中断を求めるアピールが、何

故1992年に至ってIOC総会で決議されたのだろう

か。

従来の先行研究は、古代オリンピックにおける

オリンピック休戦の概念、1992年以降に展開され

るオリンピック休戦に関する活動内容の検討に重

きが置かれてきた9)。他方、フェルナン・ランド

リー（FernandLandry）とマドレーヌ・イエル

レス（MagdeleineYerlさs）の研究は、非政府組

織（以下、ＮＧＯ）としてのＩＯＣの立場からオリ

ンピック休戦とその後の展開を検討した'0)。

ランドリーらは、1970年代から1990年初頭ま

でのＩＯＣと国連、またはユネスコとの関係を追跡

し、ＩＯＣがＮＧＯとしてその自立性を保つために

行ってきた活動線上に、1992年のオリンピック休

戦のアピールと、その後の展開を位置づけた。

ここでＩＯＣと国連の関係史において注目すべ

き事柄は２つ存在する。１つは1980年のモスク

ワ大会のボイコットを受けて、オリンピック競

技大会を政治的な影響から保護するために1981

年から1985年にかけて行われた国連総会におけ

る「オリンピック競技大会の保護」の決議採択

に向けた取り組みとその頓挫である。そしても

う１つは、1986年から1992年にIOCにより行われ

た特定のＮＧＯに与えられる国連総会におけるオ

ブザーバーの権利、もしくは国連経済社会理事会

（ECOSOC）の認める協議資格の権利を得るた

めの検討である。しかし、この権利を取得しよう

とする,ｏｃの戦略は、オリンピック休戦アピール

の発端となった1992年の国際連合安全保障理事会

決議第757号（以下、安保理決議757）の決定によ



ＩＯＣによるオリンピック休戦アピールの決議決定 1９

り変更を余儀なくされることになった'１)。

ランドリーらは、ＩＯＣは、ユーゴスラヴイア社

会主義連邦共和国（以下、旧ユーゴ）における内

戦を受けて決定された安保理決議757により、上

記の権利を得る選択肢は、ＩＯＣにとって「最も好

ましいことではない」と判断し、新たな戦略とし

て「国連を構成する諸国家、国連経済社会理事会

（ECOSOC)、ユネスコ、国連事務総長との接触

を維持し、関係を強化する策」をとる決定をし

たことを明らかにした。また、ＩＯＣの安保理決議

757への対応は、「ＩＯＣのようなＮＧＯにとって、

国連とコミュニケーションをとることの困難ざを

示したものであるのと同時に、国連との関係'性

を維持することの必要‘性を示唆するものであっ

た」と指摘した。そして、安保理決議757に対す

るIOCの対応からオリンピック休戦のアピールへ

の展開を、ＩＯＣ会長であるファン・アントニオ・

サマランチ（JuanAntonioSamaranch）の「決

然とした楽天主義（adeterminedoptimism)」

に基づいた国連との関係‘性を維持するために企て

られたものとみなし'2)、1992年の休戦アピール後

に実施された1993年と、1994年のオリンピック休

戦とオリンピック競技大会に関する国連総会にお

ける決議採択を、そうした取組みの着地点として

評価した。

しかしながら、彼らの研究は、何故IOCが1992

年にオリンピック休戦に着目し、ＩＯＣ総会で決議

されるに至ったのかという点については明らかに

していない。休戦アピールの発端が安保理決議

757であったことはＩＯＣ自身が明言していること

であるが13)、その安保理決議757からオリンピッ

ク休戦アピールが打ち出されてくる具体的な過程

については検討していないのである。

以上のことから、本稿はＩＯＣによる安保理決議

757からIOC総会で「"オリンピック休戦”を支持

するIOCのアピール」が決議されるまでの展開過

程に照準を定めて、その過程を明らかにすること

を目的とする。具体的には、第一に、1992年のア

ピールの発端となった安保理決議757をＩＯＣはど

のように受けとめ、どのような対応をしたのか。

安保理決議757により問題化したユーゴスラヴイ

ア連邦共和国（以下、新ユーゴ）の参加問題を中

心に明らかにする。第二に、これらを踏まえた上

で、1992年のIOC総会でオリンピック休戦アピー

ルが決議されるまでの過程を、そのアピールが

ＩＯＣにとってどのような意味を有していたのかと

いうことに注視しながら明らかにする。

本稿では、ＩＯＣ側の対応や議論を明らかにす

るために、基本資料として第９９回ＩＯＣ総会議

事録を用いる'4)。また、その他ＩＯＣ側の資料と

してＩＯＣの刊行誌OlympicReviewと公式資料

Factsheets15)を扱い、全体の補足資料として国

内外の新聞'6)を用いる。

１．国際連合安全保障理事会決議第757

号と国際スポーツ組織への影響

旧ユーゴは、クロアチア、スロヴェニア、セル

ビア、ポスニア・へルツェゴヴイナ、マケドニ

ア、モンテネグロの６つの共和国から構成される

連邦であった。しかし、1991年６月にスロヴェニ

ア、クロアチアが分離．独立宣言を行った事に対

し、連邦の維持を求めるセルビア人勢力がクロア

チアで攻撃を行ったことから内戦が勃発した'7)。

1991年に国連は旧ユーゴにおける事態を「平和

に対する脅威」であるとし、安保理は旧ユーゴに

対する武器の輸出禁止を決定した'8)。そして、同

年の安保理決議724で、各国の安保理決議の履行

状況を監視する、「旧ユーゴスラヴイアに関する

決議724（1991）に準じて設置された安全保障理

事会の委員会」（以下、制裁委員会）の設立を決

定した。制裁委員会は、1992年の常任理事国アメ

リカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、非常

任理事国インド、エクアドル、オーストリア、ジ

ンバブエ、ベルギー、カーボベルデ、日本、ハン

ガリー、ベネズエラ、モロッコの計,5カ国の全安

保理諸国で構成された委員会である'9)。その任務

は、基本的に旧ユーゴへの武器禁輸の履行状況を

監視することであるが、後の安保理決議757によ

りその任務の範囲は拡大され、同決議で定められ

た制裁の履行に関する任務を負うことになる20)。



2０ IOCによるオリンピック休戦アピールの決議決定

その後、1992年３月にボスニア・へルツェゴ

ヴイナ（以下、ボスニア）においても連邦からの

独立を求める動きが起きたことにより紛争は悪化

する2')。安保理は５月15日の安保理決議752で、

ボスニアの全ての当事者及び他の関係者、並びに

セルビア人民軍及び新ユーゴ等に対してボスニ

アにおける停戦を要求した22)。しかし、その遵守

がなされないことを憂慮し、５月30日の安保理決

議757において、新ユーゴに対して輸出禁止措置

や、送金禁止措置、航空機の離陸及び乗り入れ禁

止措置及び、外交、スポーツ及び文化交流の断絶

を含む非軍事的制裁措置を決定した23)。安保理に

よる初のスポーツ領域への制裁である安保理決議

757内、第８項（b）で課されたのは次の内容で

あった。それは、国連加盟国は「ユーゴスラヴィ

ア連邦共和国（セルビアおよびモンテネグロ）の

個人または団体が［加盟国の］自国領域における

スポーツ競技会の開催に参加するのを防止するた

めに必要な措置をとらなければならない｣24)とい

うものであった。また、この決議は第11項にお

いて、「国際連合非加盟国を含むすべての国家及

びすべての国際機構に対し、本決議の日付以前に

締結された契約もしくは国際協定によって、また

は、本決議の日付以前に授与された免許もしくは

認可によって付与または課された権利義務の存在

に関わらず、本決議の規定に従って厳密に行動す

る事を求める｣25)ものであった。

安保理の決議は国際連合憲章第25章により、法

的拘束力をもつ26)。そのため、自国で国際スポー

ツ大会を開催する国連加盟国は新ユーゴ選手の入

国を許可することが不可能になった。さらに、第

11項により国際機構に対しても同決議の規定に従

うことを要求していた。よって、新ユーゴ選手の

競技会への参加を決定していた国際スポーツ組織

は、その参加を防ぐ措置を講じることを余儀な

くされたのである。この決議を受けて、制裁決

定の翌日である５月３１日に、国際サッカー連盟

（FIFA)、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ)、国際テ

ニス連盟（ITF）は新ユーゴ選手の国際大会への

参加禁止を決定した27)。

他方、５月３１日、サマランチは、ＩＯＣはこの問

題に対する決定を急がないとしつつも、国連の決

定に従わないことは難しいとの見解を示した28）

が、バルセロナオリンピック組織委員会（以

下、ＣＯＯＢ）ＣＥＯのジョセフ・ミケル・アバド

（JosepMiquelAbad）は、「選手たちはユーゴ

スラヴイアで起こっていることに対して責任を負

うべきではない」とし、新ユーゴ選手は「ユーゴ

スラヴイア国旗の代わりに、オリンピック旗の下

での参加であれば許可されるかもしれない」と主

張した29)。

５月３１日の時点で、ユーゴスラヴイアオリン

ピック委員会（以下、ＹＯＣ）は、安保理の制裁

を受け、サマランチに対して新ユーゴの参加要請

をしていた30)。同委員会会長のアレクサンダー．

バコセヴイッチ（AleksandarBakocevic）は、

「私たちはIOCがオリンピックの根本原則を尊重

し、政治とスポーツを混同しないことを求めてい

る」と述べ、「誰にも選手たちの競技大会に参加

する機会を奪う権利はない」と主張した３１)。

６月２日、サマランチは翌週にＹＯＣの代表と

会談すること、６月15日までにこの問題に対する

IOCの決定を表明する予定であると述べた32)。同

日、ユーゴスラヴイア体育協会（Yugoslavia's

SportAssociation）は「私たちは殺人者ではな

い。私たちは世界の、欧州の、そしてオリンピック

のチャンピオンである」という声明を発表し33)、

翌日３日に同協会委員長は記者会見で、サマラン

チ、国際競技連盟会長に書簡を送り、オリンピッ

クをはじめとする大会への参加を認めるよう要請

したことを明らかにした34)。その書簡はユーゴの

ナショナルチーム及びオリンピックチームの連名

で出されたもので、「スポーツは独立したもので、

政治的圧力の手段として用いるべきではない」と

指摘し、「不正かつ非論理的な制裁」から選手の

権利を擁護するよう訴えるものであった35)。

５月31日の発言にみられるように、サマランチ

は安保理の決定に準じる方向性を示しつつも明確

な決定を下さない状態にあったが、６月６日、オ

リンピック旗の下で中立的な代表団としてなら（
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ルセロナ大会への参加は可能であるとの意向を明

らかにした36)。そして翌７日に、オリンピック旗

の下での新ユーゴ選手の参加を認めることを検討

するため、IOC関係者は14日に臨時会議を行うこ

とを発表した。そして、サマランチは、「私たち

は世界中の諸国家に影響を与えるその決議に従わ

なければならない｣、「しかし、我々は選手たちを

救うために尽くすという任務も負っている。私は

オリンピック競技大会に参加する権利は侵されて

はならないと考えている」とその見解を示した37)。

以上のように、サマランチは、一連の新ユーゴ

のスポーツ関係者による参加要請の訴え、そして

アバドの発言に見られる中立的な代表団としての

参加形態の提案といった、制裁に対する抗議と解

決策の提示を受けて見解を明確化していったので

ある。

２．ＩＯＣによる独立チーム参加に向けた

支持の獲得とオリンピック休戦の想起

６月８日、サマランチは、制裁委員会議長から

安保理決議757に関する書簡を正式に受け取り、

翌日、ＩＯＣ理事及びＹＯＣの代表とともに参加問

題に関する協議を行った38)。

６月１２日、スペイン政府からサマランチ宛に

「安保理決議757を適用する決定」を記した書簡

が渡った39)。ＩＯＣ理事会は、その書簡には安保理

の制裁は競技大会への新ユーゴ選手の参加禁止を

スペインに強いるものであること、また同国によ

る適用の見直しは、安保理決議757の解除、もし

くはその決議の改正によってのみ可能となると記

されていたことを明らかにした40)。ＩＯＣ理事会は

この書簡を受けて、制裁に関する問題は「スペイ

ン政府が取り組む問題であり、スペイン政府は

［制裁に］関係する選手たちに対し、自国領域へ

の入国を許可するのかどうかを決定する立場にあ

る」という国連加盟国であるスペインの「法的な

立場」を確認した４１)。

ＩＯＣ理事会は、６月14日の臨時会議で、この問

題に対して「すべての選手たちの利益を保護す

ることに最善を尽くすこと」、スペイン政府から

の書簡を考慮し、７月11日までは最終的な判断を

下さないことを決定した42)。７月１１日を解決のリ

ミットに設定したのは、オリンピック選手村の開

村に合わせ、選手団の最終エントリーまでに参加

の判断を下したいという理由によるものであっ

た43)。臨時会議が行われた14日、サマランチは新

ユーゴの参加許可に向けた解決策を見つけるた

め、スペイン政府と協議を行っていることを明ら

かにし、そして「最善の解決策は、ボスニア．へ

ルツェゴヴイナの戦闘が終結すること、そして国

連が制裁決議を解除すること」であると発言し

た44)。

６月１４日の決定に基づき、「スペイン政府が新

ユーゴ選手たちの入国の許可を可能にすること

を最終的な解決策とし、その策への援助を得る

ことを目的｣45)として、ＩＯＣ会長サマランチ、副

会長、事務局長、ＩＯＣ委員らは安保理構成諸国、

国連関係者への働きかけを行った。サマランチ

とIOC事務局長フランソワ●カラード（Francois

Carrard）は、この問題に関する相談をするた

め、６月20日にアメリカの国務次官補を招き入れ

た46)。６月23日、カラードは安保理の常任．非常

任理事国１５カ国のＮＯＣに対して、新ユーゴの参

加に向けて協力要請の書簡を送り、その中で「次

のことを思い起こすことは重要である。それは、

すべてのオリンピック・ムーブメント［の関係

者］は、恐ろしい紛争を終結させるために、出来

る限りのことを尽くそうと努めている国連の役割

を理解する一方で、罪のない選手の利益を保護す

るために、可能であるすべてのことを講じなけれ

ばならないということである。我々の活動は、オ

リンピック競技大会それ自体を長期的に守るため

に努めていくことでもある◎その点において、オ

リンピックは決して政治の変動に支配されてはな

らない｣47)と述べた。この書簡の内容は、ＩＯＣ関

係者がオリンピックを継続的に運営して行く上

で、安保理決議757が脅威であると認識していた

ことを示唆するものである。

他方、サマランチは７月３日に、イギリスの

首相ジョン・メージャーと直接新ユーゴ参加
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に向けた協議を行った48)。その後、メージャー

は７月６日に行われた先進国首脳会議（以下、

Ｇ７）の会食の席でＩＯＣの提案に対する支持を参

加諸国に促した。その内容は、新ユーゴ選手は個

人としてオリンピックへの参加が許可されるこ

と、選手はオリンピック旗と讃歌の下、無地の白

いベストを着用すること、選手が競技で勝利し

た場合は、オリンピック旗と讃歌が使用される

こと、そのチームはオリンピック旗の下で開会

式、閉会式における行進が許可されることであっ

た49)。メージャーはＧ７後、サマランチに書簡

を宛て、Ｇ７の席でＩＯＣの提案に対する支持を促

し、出席した首相たちがメージャーの提案に賛

同したことを伝えた50)。翌７日、サマランチは新

ユーゴの参加についてスペイン首相と会談し、会

談後、政府は新ユーゴ参加に理解を示しており、

個人参加の受け入れを了承していると語った５１)。

８日、アメリカ政府はIOCの提案を受け入れたこ

とを公にし52)、９日に同国国務省はIOCの提案に

対する支持を表明する53)とともに、在外公館か

ら同日付けでIOCの提案を支持する文書を国際的

な組織へと送った54)。ＩＯＣは、安保理の「決議の

可決において、極めて重要な役割を果たしてき

た」アメリカから支持を得たことを「重要な段

階」に達したと評価した55)。

また、ＩＯＣ関係者は国連関係者との接触も積

極的に行い、支持を取り付けるための働きかけ

を行った。６月３０日、ＩＯＣ副会長ケバ・ンバイ

エ（K6baMbaye）は国連事務総長と会談し、

翌７月１日に、事務総長の助言を受けて、サマラ

ンチはIOCの提案の概略を記した書簡を事務総長

宛に送った。また、ベネズエラ出身のIOC委員の

求めに応じて、ベネズエラの国連大使はIOCの提

案を支持することを表明した56)。

そして、上記のような協力要請と支持の獲得と

並行して、オリンピック関係者によるユーゴに

おける紛争終結に向けた要請が行われた。７月２

日、ＣＯＯＢ会長のパスカル・マラガイ（Pasquall

Maragall）は、記者会見で「新ユーゴの参加実

現を目指し、スペイン外務省を通じて国連、旧

ユーゴ各国に協力要請をしていること」を明らか

にした。要請内容は、「旧ユーゴ地域の戦闘が収

束するよう最大限の努力をして欲しい」という

ものであり、同会長は、７月１１日までに旧ユーゴ

地域の戦闘が停止すること、さもなければ大会期

間中にオリンピック休戦を実施することを求め

た57)。また、マラガイは、７月７日にサマランチ

が新ユーゴの参加を実現させるため同国と交渉

し、大会期間中の休戦を求めていることを明らか

にした58)。このように、ＩＯＣは新ユーゴ選手の参

加を実現させるために、個人資格に基づいた中立

的な代表団としての参加形態の提起と、決議を解

除するために必要な紛争の収束及び、大会期間中

の休戦を求める要請を行ったのである。

ＩＯＣは７月８日にＹＯＣと会合を開き、これ

まで各国諸国に支持を取り付けてきた、国家

の代表としない個人資格に基づく独立チーム

（anlndependentTeam）としての参加を提起

した59)。９日、ＩＯＣは独立チームでの参加であれ

ば、新ユーゴ選手が参加することは可能であると

正式に発表した60)。そして10日、YOCはIOCの提

案に完全に合意する旨をIOCに返答し、同委員会

会長バコセヴイッチは「この解決策は、政治的

な暴力に対するスポーツとオリンピック精神の

勝利である」と述べた61)。７月11日を前に、これ

らＩＯＣによる新ユーゴの大会参加に向けた活動の

「すべては順調であるように思われた｣62)。

３．個人に限定された参加とオリンピッ

ク休戦アピールの登場

3-1.制裁委員会による独立チームの拒否と個人へ

の限定

しかし、事態は一転する。「問題の発端」と

なったのは、７月,0日の午後、’ＯＣが国連事務総

長から受け取った書簡に、「制裁委員会にＩＯＣの

提案を通した上で、ユーゴスラヴイアに関する決

議724に準じて設置された制裁委員会によって認

められた特例でない限り、新ユーゴに対して可決

された制裁措置は適用される可能性がある」と記

されていたことにあった63)。ＩＯＣの提案に対して
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判断を下すのは制裁委員会であり、その委員会に

よって認められた特例でない限り制裁措置は適用

されるというのである。これに対し、サマランチ

は、ＩＯＣの提案に対して諸政府から支持を取り付

けていることを示す書簡のコピーを同封し、国連

事務総長に送った64)。

開村前に制裁委員会の承認が必要とされた背景

には、スペイン政府による新ユーゴ参加に対する

慎重な対応があった65)。この点についてＣＯＯＢの

アバドは、これらの国連側の行動は、オリンピッ

クのために新ユーゴ選手の入国を許可する行為

が、安保理決議の意図に違反するのではないかと

いったスペイン政府の懸念に基づく要請を受け

たものであったと発言している66)。スペイン政府

は、先にみたとおり、７月７日にサマランチに対

して新ユーゴの参加についての支持を表明してい

たが、このような‘慎重な対応をしたのだった。

制裁委員会は、７月17日にIOCの提案に関する

会議を行ったが、オーストリア、ハンガリー、

エクアドルから、ＩＯＣの示した形態は「偽装した

ユーゴスラヴイアチームのようである」と異議

を唱える声が挙がった。その際、イギリスは、

選手たちは個人としてのみ出場し、同じユニ

フォームを着用しない、もしくは１つのチームと

して開会式に入場しないという妥協案を提起し

た。制裁委員会はこの案を受け入れた上で、ＩＯＣ

に対してIOCの提案に対する質問状を出し、その

回答をもって討議を再開することを決定した67)。

７月18日、制裁委員会の議長はＩＯＣに次の質問

状を送った。その内容は、大会に参加する新ユー

ゴ選手が一個人であることをどのような方法で明

確化し、保証するのかということ。また、これに

関連する要請として、選手に同行する者たちの資

格と選手の選出、そして新ユーゴ選手の渡航手段

について、ＩＯＣは具体的にどのような提案をする

のかを問うものであった。ＩＯＣは翌19日に制裁委

員会の議長に回答を送り、この問題について、

「大会の準備が始まっている今、開催後では現実

的な問題はほとんど乗り越えることはできない」

という理由から、「７月20日までに［この問題に

関する］決定を行わなければならない」と伝え

た68)。同日、カラードは、ＩＯＣは個人としてチー

ム競技に参加できるよう、従来と同様の方針で進

めていることを明らかにし、新ユーゴの代表団

は、国家、領土、他の統一体を代表するものでは

ないと強調した69)。

3-2.ｌＯＣ総会（７月２１日）における個人への限定

に関する議論

７月２１日、ＩＯＣ総会が開幕し、同日「ユーゴス

ラヴイア」と題する審議がなされた。以下は、

ユーゴのIOC委員の発言と、それらに対するサマ

ランチの主張である。

ユーゴスラヴイア（モンテネグロ）出身のIOC

委員スロボダン・フィリポヴイッチ（Slobodan

Filipovic）は、「スポーツと政治の間には一定の

区別が作られるべきであると考えている……ユー

ゴスラヴイアの選手に対する国連の制裁は一つ

の前例を作るものである。ＩＯＣはその自立'性を保

たなければならない」と述べた。そして、彼は

IOC理事会に対して「スポーツへの制裁廃止に向

けたアピールを始めることを要請」し、引き続き

「IOCの努力は継続するべきである」と訴えた70)。

同国（ボスニア）出身のIOC委員ボリスラフ・

スタンコヴイッチ（BorislavStankovic）は、

「ユーゴスラヴイアの問題は、バルセロナ大会よ

りも広範囲に渡る影響があると信じている」と述

べ、「政治はスポーツに介入し、現にチャンピオ

ンになるチームを決定している」と指摘した。そ

の根拠として「FIFAはヨーロッパ選手権に参加

することをユーゴスラヴイアに許可しなかった。

そして替わりのチームが勝利した」ことを挙げ、

「もし、ユーゴスラヴイア人が競技大会に参加す

ることができないなら、特に水球、ハンドボー

ル、そしてバスケットボールのような彼らがメダ

ルを勝ち取るであろうオリンピックトーナメント

のすべてが影響を受けるだろう」とバルセロナ大

会への影響を指摘した◎続けてフイリポヴイッチ

と同様に、「ＩＯＣは、国連からの独立‘性を主張す

るべきである」と強調し、「個人種目の選手たち
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がチーム種目の選手たちと区別されるという解決

策に反対」した７１)◎

とのスタンコヴイッチの発言に対して、サマラ

ンチは「政治はスポーツに干渉するべきではな

いと言うことは簡単である。IOCの歴史には、ス

ポーツへの政治の介入に関した十分な実例があ

る。例えば、ボイコットや第二次世界大戦後の

ＮＯＣの除名などである。政治家たちは世界を動

かしている」と述べた上で、ＩＯＣ理事会の提案を

待つよう促した72)。

3-3.7月２１日の「オリンピック休戦を求めるア

ピール」

このような議論と並行して、ＩＯＣは「その自立

性を再確認し、選手の利益を守り、オリンピック

競技大会を保護し、オリンピック・ムーブメント

の連帯を強化すること｣73)を決定する。そして、

IOC理事会の提案により、IOC総会は全ての国家

と国際、国内組織に向けたオリンピック休戦のア

ピールを打ち出し、サマランチが国連との交渉を

始めることを決定74）したのは、この審議が行わ

れた７月21日であった。

以下はオリンピック休戦のアピール文書の全

文である。この文書は、「ＩＯＣ理事会、オリン

ピック夏季大会競技団体連合（ASOIF)、オリン

ピック冬季大会競技団体連合（ＡＩＷＦ)、国内オ

リンピック委員会連合（ＡＮＯＣ）の会長と事務

局長、そして、バルセロナにおける第25回オリ

ンピアード競技大会に参加する169のNOCの国と

地域の代表者によって署名された｣75)ものであっ

た。

オリンピック休戦を求めるアピール

国際オリンピック委員会は、

世界の若者の人生と未来に深刻な影響を及ぼす

紛争の頻発に鑑み、

IOCが担ってきた使命、すなわち平和に寄与す

ることに忠実に従うこと、

この意味において、古代ギリシャの伝統である

「エケケイリア」もしくは「オリンピック休戦

の誓約」の復活を切望し、

すべての諸国家（諸国家の元首、政府そして議

会)、すべての諸国際、国内組織に、

次のことを決定することを希求する。

1．オリンピック競技大会の開会式の７日前か

ら、競技大会の終了後７日までの間は、オ

リンピック休戦が遵守されなければならな

いｏ

2．同胞の精神、そして人類の相互理解に捧げ

られたオリンピック休戦の期間中は、古代

ギリシャのように、平和の構築を目的とし

て、それが国際的な'性質のものでなかろう

とも、平和的な手段による紛争の解決を実

現するために、あらゆるイニシアチブが取

られ、すべての集団もしくは個人の努力が

払われ、そして続けられなければならな

いｏ

3．その期間中、その犯行理由、原因もしくは

手段が何であれ、すべての武力紛争、そし

てそれに関連した、触発された、もしくは

同類の諸行為は断たなければならない。

バルセロナにて合意された1992年７月21日76）

先にみたように、ＣＯＯＢは７月２日に、サマラ

ンチは７月７日の時点で、新ユーゴの参加を実現

させるため旧ユーゴ諸国と交渉し、大会期間中の

休戦を求めていた。しかし、このアピールは全て

の国家、国際、国内組織に広く呼びかけるものと

なっている。ＩＯＣはこれまで見てきたように、安

保理決議757によって引き起こきれた新ユーゴの

参加問題を解決すべ<、６月以降積極的な活動を

展開すると同時に、問題の根源となっている「世

界の若者の人生と未来に深刻に影響する紛争」に

対して、オリンピック開催期間中の休戦を全ての

国家と諸組織に求めるものとして打ち出したので

ある。

ＩＯＣは、７月19日に制裁委員会の質問状に対し
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て回答をし、２０日までの最終決定を要請してい

た。しかし、２１日の総会初日においても未だに

IOCの提案は受け入れられるかどうか分からない

状態にあり、制裁委員会の決定を待つ段階にあっ

た。このような状況下で、ＩＯＣはこの日に「オリ

ンピック休戦を求めるアピール」を、国連との

交渉を開始する決定とともに打ち出した。ＩＯＣに

とって、安保理決議757によるスポーツ領域への

介入という眼前の問題からオリンピックを保護す

るため、問題の根源である紛争を中断させるとい

うIOCの確固たる意志表明を、オリンピック競技

大会を構成する諸組織の総意として示す必要‘性が

あったと考えられる。

そしてこのアピールは、後述するように、２日

後のIOC総会において「"オリンピック休戦,，を

支持するIOCのアピール」として決議されること

になるのだが、７月21日の夜、安保理から最終的

な決定事項を記した文書がスペイン政府へ通達

され、その文書のコピーが同日の夜、ＩＯＣに渡っ

た。この決定事項は、個人資格で参加させるにあ

たり、必要な条件を設けていた。それは、チーム

として参加することはできないこと。それ故、開

会式と閉会式のセレモニーには参加できないこ

と。ＩＯＣは選手の選別に対して責任を負うこと。

また、その選手たちにはコーチによる同伴は許さ

れるが、その者たちは政府関係者ではないこと。

違反すれば追放の処罰を受けるという条件の下、

選手は如何なる種類の政治的な声明も‘慎まなけれ

ばならないことであった。そして、７月22日の夜

に、ＹＯＣは制裁委員会が提案した案に合意し、７

月23日のIOC総会では、新ユーゴ参加問題に関す

る最終審議が行われることになった77)。

４．参加形態の妥協案と「"オリンピッ

ク休戦”を支持するｌＯＣのアピー

ル」の決議

4-1．IOC総会（７月23日）における新ユーゴ参加

に関する最終審議

７月23日のIOC総会で「ユーゴスラビアの選手

の参加」と題する新ユーゴの参加問題に関する最

終審議が行われた78)。ここでＩＯＣの決議案として

提起されたものは、前日のＹＯＣが合意した制裁

委員会の最終決定であった79)。それは、当初ＩＯＣ

が提案していた国家を代表しない独立チームとい

う形態を断念し、個人資格に基づいた、個人競技

のみの参加を認めるものであった。この決定によ

り、水球、男女ハンドボール、女子バスケット

ボールチームの締め出しは確実となったが、ペ

ア種目が除外対象にあたるのか不明確であり、

ＹＯＣは何名の選手が大会に派遣可能であるのか

判断できない状態にあった80)。この事態に対し、

カラードは、競技種目選定の決定を行う国連のス

ポーツ委員会は、競技種目における問題を解決で

きるのか苦言を呈すとともに、ＩＯＣは「チーム」

の概念に関する考えを作り出すことは避ける方針

であると発言している８１)。

当審議では、多くのIOC委員から「この解決策

を見出すために尽力した」会長、事務局長と理

事会を祝福し、「オリンピック．ムーブメントに

とって偉大な勝利である」といった賛美の声が示

された。しかし一方で、チームと個人スポーツの

明確化の必要‘性を指摘するとともに、「チームス

ポーツの定義は、このカテゴリーにおける伝統的

なスポーツのみを含めるべきであり、たとえばリ

レー競技にまでその定義を拡大することではな

い」とし、安保理の最終決定文書に対して、可能

な限り望ましい解釈を与えることが要請きれた。

サマランチはこの審議の最後に、「'○cが安保理

の決議［757］を調査したとき、’０C理事会は２

つの解決策を考えた」ことを報告した。それは、

「選手たちを助けるために何もしない、もしく

は、最大限のことをするということ」であった。

そして、，ｏｃ関係者は「後者の解決策をとり、選

手たちの参加を認めるために、国連を説得するこ

とに対して懸命に働いた。［しかし］その活動は

困難を極めた。なぜなら、彼らの対話者たちはス

ポーツについて何も知らないからである。制裁の

適用に関する国連の代表者は、スペイン政府であ

る。したがって、［新ユーゴの］すべてのスポー

ツへの参加に向けて、最も好ましい可能な解決策
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を与えるために努める」と宣言した82)。

まず、個人資格での個人競技への参加という制

限が、選手の権利を奪う結果になるという批判

は、２１日の審議で既にみられたものであった。そ

れらは、制裁委員会の案とIOCの対応を不満とす

るものに他ならないが、２３日の審議では参加競技

に関する制限を受けながらも、制裁に対して最大

限可能な範囲で新ユーゴ選手を参加させるという

IOCの対応と決断は評価され、賞賛された。つま

り、安保理決議757に対するＩＯＣの対応は、政治

による妨害から選手たちを保護するものであった

が、参加競技の制限をめぐっては現実的な妥協を

余儀なくされたのである。しかし、IOCは妥協案

を受け入れつつも、不透明であった参加種目に関

しては最大限の働きかけを行おうとした。２１日の

審議でユーゴのIOC委員らが指摘したように、同

日以降に具体化した、競技種目選別に対する国連

による介入という事態も、IOCの自立性を揺るが

すものであったといえるだろう。

また、２１日の審議におけるサマランチの「政

治はスポーツに干渉するべきではないというこ

とは簡単である」「政治家たちは世界を動かして

いる」という発言と、上記の「解決策」が示して

いることは、政治上のルールには抵抗できないと

いう前提の下、ＩＯＣが可能な最大限の努力を行っ

たということであろう。この前提は、安保理決議

757の問題の場合、「法的立場」に則り、制裁に対

する決定権はスペイン政府にあったことを指して

いた。この点は、ＩＯＣが「スペイン政府が新ユー

ゴ選手たちの入国の許可を可能にすることを最終

的な解決策とし、その策への援助を得ることを目

的」としていたことからも明らかである。そのた

めに、ＩＯＣはスペイン政府が入国を許可するため

に同国と交渉をしつつ、安保理構成諸国、国連関

係者と協議を行い、IOCの提案に対する支持を取

り付けたのである。ＩＯＣにとって安保理決議757

に対応していくことは、政治上のルールに則りつ

つも、選手の利益の保護へ向けて現実的に可能な

範囲での政治に対する働きかけと、国際社会にお

けるスポーツ領域の自立性に対する理解と承認を

獲得していく意味をもっていたと考えられる。

以上のような審議を経て、７月23日のIOC総会

でユーゴ選手の個人資格による参加を示した文書

が決議された。この決議文の最後で「IOCはあく

ことなく、如何なる状況下でも選手らの利益を保

護するための活動を遂行し、競技大会の普遍性

を守っていく。すなわち、ＩＯＣは、政治によるス

ポーツへの妨害に対して全力で闘い続ける｣83)と

宣言した。

4-2.IOC総会における「‘‘オリンピック休戦”を

支持するlOCのアピール」の決議

同じく７月23日に、ＩＯＣは「"オリンピック休

戦”を支持するIOCのアピール」を決議する。こ

のアピールは、安保理決議757を受け、「国際的な

緊張が表面化している状況において、平和を促進

するというIOC本来の役割に忠実になる姿勢を打

ち出すために｣84)、ユーゴに関する決議とセット

でIOC総会において決議されたのである。この決

議文書は８月５日付けの文書となっているが、議

事録には、第99回IOC総会は７月21日から23日ま

で開催され、総会の閉会が７月23日であったこと

が記載されており、国内外の新聞においても、７

月23日にIOCが総会で同アピールを決議したこと

は報道されている85)。しかし一方で、1993年第

101回IOC総会議事録には、「1994年をスポーツと

オリンピズムの年にすること、そしてオリンピッ

ク休戦をサポートすること。このサマランチによ

る２つの提案は理事会により承認され、1992年８

月５日の総会（Session）で提起された｣86)とン

バイエが述べたことが記されている。この２つの

提案は、その後サマランチが国連総会における

決議案として国連事務総長に提起したものであ

る87)。以上のことより、ＩＯＣは、総会初日の７月

21日に「オリンピック休戦を求めるアピール」

を打ち出し、最終日の23日に「"オリンピック休

戦'，を支持するアピール」を決議し、そして８月

５日付で上記の決定とともに決議文書を再度提起

したものと考えられる。

この決議は、７月21日のアピール文書と同様の
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３つの要請内容を示したものであるが、「すべて

の国家、それらの元首、政府、議会、一般の政府

間レベルのあらゆる団体、そして特に国連、その

専門機構（とりわけＵＮＥＳＣＯ)、EEC、ＯＡＵ、

OAS，ＡＳＥＡＮ、あらゆる自治体、解放運動、非

政府組織、そして公共もしくは私的団体、すべて

の国内もしくは国外団体、健全な身体的、道徳的

な人々 ｣88)という広範囲な対象を設定するととも

に、国連等の具体的な組織を指定したものであっ

た。

２３日のIOC総会で上記の決議を行うにあたり、

「オリンピック休戦」と題する審議項目が置かれ

た。そこでIOC副会長ンバイエは、IOC理事会が

「平和のためのイニシアチブに関する多くの提

案を受けた」と報告した。続けて、彼は「IOCは

人々の間の相互理解という原則に基づき、平和の

ためのアピールを行っていくなかで、他の組織と

積極的に協働することができた。［平和のための

アピールは］非現実的なふるまいとして一部の

人々によって批判されるかもしれないけれども、

理事会のメンバーは平和を追い求めていく中で、

何事も見過ごされてはならないと確信を持って指

摘した。ＩＯＣは、そのようなふるまいを見かけ倒

しで、価値がないと考える人々を無視することが

できた。なぜなら、IOCは一つの組織として尊敬

の念を持たれる確固たる地位に達しているからで

ある｣89)と述べた。

ＩＯＣ理事会が、「平和のためのイニシアチブに

関する多くの提案を受けた」というンバイエの発

言は、オリンピック休戦のアピールこそが、「平

和のためのイニシアチブ」として最も相応しいも

のであると理事会が結論づけていたことを示唆す

るものである。また、「平和のためのアピールを

行っていくなかで、他の組織と積極的に協働する

ことができた」という発言は、先にみたような新

ユーゴ参加に向けた取組みや、７月21日の「オリ

ンピック休戦のアピール」に関する準備を指して

いると考えられる。

おわりに

以上、ＩＯＣによる安保理決議757への対応か

ら、オリンピック休戦を決議するまでの過程を追

跡してきた。おわりに、1992年の一連のオリン

ピック休戦アピールがＩＯＣにとってどのような意

味を有していたのかという点を踏まえながら、

IOC総会でオリンピック休戦のアピールが決議さ

れるまでの諸段階を整理したい。

まず、どの時点からIOC内にオリンピック休戦

の取り組みが意識されていたかという点である。

７月７日にサマランチが休戦を求める要請を新

ユーゴに対して行っていることが明らかになって

いるが、安保理決議757の問題の根源にあった紛

争に対する休戦を求める発想は、すでに６月14日

の時点で存在していたと考えられる。なぜなら、

この７月７日のサマランチによる要請は、１４日の

臨時会議における「最善の解決策は、ボスニア・

へルツェゴヴイナの戦闘が終結すること」という

彼の意向を、当事国に対するオリンピック休戦の

要請として具体化したものに他ならないからであ

る。

次に、オリンピック休戦がIOC総会におけるア

ピールとして決議される過程において、重要な画

期となったのは、７月10日から17日にかけてみら

れた安保理の制裁委員会による対応であったと考

えられる。この期間、ＩＯＣの「すべては順調であ

るように思われた」状況から事態は一転し、当初

IOCが提案していた国家を代表としない独立チー

ムでの参加が危ぶまれる事態に陥っていた。休戦

アピールが打ち出される背景には、このような事

態の変化とそれに対するIOCの危機感が存在した

のである。つまり、このような状況の下、ＩＯＣは

新ユーゴの参加問題の解決と事態の打開に向けて

策を講じる必要があったのであり、その拠り所と

して最も説得力をもつ方法がオリンピック休戦で

あったと考えられるのである。だからこそ、ＩＯＣ

は７月10日以前に行われていた休戦要請を、オリ

ンピック・ムーブメントの連帯の強化を図り、国

連との交渉を開始するという決定を伴いながら、
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７月２１日のIOC総会で「オリンピック休戦を求め

るアピール」として明確に打ち出したのであろ

う。したがって、２１日の休戦アピールは、ＩＯＣが

現実的な事態の打開を促すという目的のために、

ＩＯＣの諸組織との連帯を図り、ＮＯＣに対する手

続きを踏みながら、平和に対する確固たる意思表

明を示すとともに、すべての国家と国際、国内組

織に向けてオリンピック休戦の実現を要請するも

のであったと考えられる。

最後に、７月21日から８月５日までの経緯につ

いては、以下のように総括することができるだろ

う。

先述のとおり、まず制裁委員会の最終決定を待

つ段階にあった７月21日、ＩＯＣは安保理決議757

への打開策としてオリンピック休戦をアピール

し、国連との交渉を開始することを決定した。し

かし、同日の夜、制裁委員会の最終決定はスペイ

ン政府に渡り、２２日の夜にＹＯＣの合意をもって

ＩＯＣも個人資格での参加という最終的な結論を下

した。こうして、ＩＯＣは眼前にあった新ユーゴの

問題の解決を図った上で、予てから提案されてい

た「平和のためのイニシアチブ」として総会最終

日の23日に、IOC総会の審議事項として「オリン

ピック休戦」を取り上げ、「"オリンピック休戦”

を支持するIOCのアピール」文書の承認を決議し

た。そして25日の大会開幕後、ＩＯＣはバルセロナ

大会以降に照準を定め、２１日に決定していた国連

との交渉を具体化するために、オリンピック休戦

を「サポートする」趣旨の決議文書として再度提

起し、国連との交渉を通したオリンピック休戦の

実現を図っていこうとしたのである。

２３日及び８月５日の決議文書には、その対象

として明確に国連が示され、８月５日には、国連

を対象とした積極的な提案が提起された。これ

らＩＯＣによる21日の決定以降の国連を対象とした

活動の具体化は、ＩＯＣが安保理決議757に対応し

て行く過程で直面したＩＯＣのＮＧＯとしての限界

と、それに対する危機感に裏打ちされたもので

あったと考えられる。つまり、安保理決議への対

応を通して、ＮＧＯとしての限界を経験したIＯＣ

Iま、その活動の脅威となった国連からオリンピッ

ク休戦に対する承認を得ていくことによって、安

保理決議のような国際的決議による政治的な影響

から、バルセロナ大会以降のオリンピック競技大

会を保護しようとしたと考えられるのである。し

たがって、２３日及び８月５日のIOC総会における

休戦アピールは、ＩＯＣにとって、政治上のルール

には抵抗できないという前提の下、その組織の自

立性及び競技大会を継続的に保護していくための

積極的な対抗手段としての意味を有していたとい

えるだろう。
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